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ごみ焼却場等が近隣に無いこと

公　園

住居ゾーン

日用品店舗ゾーン

商業系ゾーン

　①　ごみ焼却場等が近隣に無いこと。
　②　幹線道路が周辺にあること。
　③　公園等の施設を整備すること。
　④　建築用途は、住宅及び居住者等のためのサービス施設等であること。

地区計画区域

優良住宅型
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公　園

住居ゾーン

公共用地

小学校等

併用住宅

地区計画区域

　①　公共施設等が整備されていること
　②　ごみ焼却場等が近隣にないこと
　③　公園・緑地等を整備すること
　④　建物用途は、住宅及び併用住宅等であること

郊外住宅型
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区画街路４号

区画街路６号

区画街路２号

区画街路５号

区画街路３号

区画街路１号

緑　地

広　場

公　園

住居ゾーン

日用品店舗ゾーン

作業所等ゾーン

既存集落
(50戸以上の集落)

地区計画区域

要件：
　①　地区の過半が既存集落内であること
　②　原則として、公園等を整備すること
　③　建物用途は、住宅及び居住者のための利便施設等であること

地域活性化型
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　④　公園等を整備するものであること
　⑤　建物用途は、流通業務、観光・レクレーション施設等で、
　　具体的に用途を定めること

流通業務等ゾーン

道路に接する延長が

道路からの奥行きは

幹線道路
(10,000台/日超)

地区計画区域

幹線道路沿道型
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公　園

歩　道

工業系ゾーン

既存集落 (住宅地 )
 が近隣に無いこと。

幹線道路から
直接乗り入れ不可

が周辺にあること。

地区計画区域

　②　幹線道路の周辺であること

　④　道路、公園等を整備するものであること
　⑤　幹線道路から直接車両の乗り入れ口を設けないこと

地域振興型
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